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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の端部、第２の端部、外表面を含み、フィルタ解放力を規定する可撓性フィルタを
含み、前記第１の端部は、少なくとも１つの分枝血管と別の血管との交点またはその付近
にあるよう構成され、前記第２の端部は、前記別の血管内に少なくとも部分的に延在する
よう構成され；さらに
　少なくとも前記フィルタの前記第１の端部に位置し、前記少なくとも１つの分枝血管と
前記別の血管との前記交点に前記フィルタの前記第１の端部を保持するために固定される
よう構成される枠を含み；
　前記フィルタの前記外表面は、前記フィルタを通る血液の流入の結果、前記少なくとも
１つの分枝血管と前記別の血管との前記交点付近を流れる塞栓物質のうちの少なくともい
くらかを一時的に捕捉するよう構成され、前記フィルタの前記外表面は、固定された前記
枠に対して可動であるよう構成されることにより、前記前記フィルタ解放力の結果、捕捉
された塞栓物質を前記別の血管内に追い出す、自浄式装置。
【請求項２】
　前記フィルタは孔を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記孔のサイズは約０．０２ｍｍから約０．５ｍｍの範囲である、請求項２に記載の装
置。
【請求項４】
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　前記可撓性フィルタの解放力の結果、前記孔はテーパまたは円筒状の穴を形成する、請
求項２または３に記載の装置。
【請求項５】
　前記フィルタは、ポリテトラフルオロエチレン、ポリウレタン、およびシリコーンゴム
からなる群から選択される材料を含む、請求項２～４のいずれか１つに記載の装置。
【請求項６】
　前記フィルタはひだを含む、請求項１～５のいずれかに記載の装置。
【請求項７】
　少なくとも１つの支持ワイヤを含み、前記支持ワイヤは、２つの支持要素および少なく
とも１つのループを含む、請求項１～６のいずれかに記載の装置。
【請求項８】
　前記支持要素はニチノールを含む、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記フィルタ、前記枠、もしくはそれらの両方は、内皮化を増強するか、または前記フ
ィルタ、前記枠、もしくはそれらの両方の任意の表面上における平滑筋もしくはある他の
組織の成長を防ぐよう使用可能な少なくとも１つの作用剤を含む、請求項１～８のいずれ
かに記載の装置。
【請求項１０】
　前記作用剤は、対象における前記装置の設置に先立って前記対象に由来する内皮細胞、
酸化窒素を放出する化合物、前駆細胞を循環させることに対する抗体、少なくとも１つの
フィブロネクチン由来の低分子量ペプチドフラグメント、Ｒｅｓｔｅｎ－ＮＧ、ＡＶＩ－
４１２６およびＡＶＩ－５１２６からなる群から選択される、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの分枝血管は腕頭動脈であり、前記別の血管は大動脈である、請求
項１～１０のいずれかに記載の装置。
【請求項１２】
　少なくとも前記フィルタを保持するよう構成される管状部材を含む、請求項１～１１の
いずれかに記載の装置。
【請求項１３】
　前記管状部材はステントである、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記可撓性フィルタは少なくとも５０％の開いた領域を有する、請求項１～１３のいず
れかに記載の装置。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの分枝血管は腕頭動脈と左総頚動脈を含み、前記別の血管は大動脈
である、請求項１に記載の装置。
【請求項１６】
　最初に言及された前記フィルタおよび同様の第２のフィルタを少なくとも保持するよう
構成される管状部材を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項１７】
　第１の端部、第２の端部、第２の外表面を含み、第２の解放力を規定する第２の可撓性
フィルタを含み、前記第２のフィルタの前記第１の端部は、前記少なくとも１つの分枝血
管と前記別の血管との前記交点またはその付近にあるよう構成され、前記第２のフィルタ
の前記第２の端部は、前記別の血管内に少なくとも部分的に延在するよう構成され；さら
に
　少なくとも前記第２のフィルタの前記第１の端部に位置し、前記少なくとも１つの分枝
血管と前記別の血管との前記交点に前記第２のフィルタの前記第１の端部を保持するため
に固定されるよう構成される第２の枠を含み；
　前記第２のフィルタの前記第２の外表面は、前記第２のフィルタを通る血液の流入の結
果、前記少なくとも１つの分枝血管と前記別の血管との前記交点付近を流れる塞栓物質の
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うちの少なくともいくらかを一時的に捕捉するよう構成され、前記第２のフィルタの前記
第２の外表面は、さらに、固定された前記第２の枠に対して可動であるよう構成されるこ
とにより、第２のフィルタ解放力の結果、捕捉された塞栓物質を前記別の血管内に追い出
す、請求項１～１５のいずれかに記載の装置。
【請求項１８】
　第１の端部、第２の端部、外表面を含み、フィルタ解放力を規定する自浄式可撓性フィ
ルタを含み、前記第１の端部は、少なくとも１つの分枝血管と別の血管との交点またはそ
の付近にあるよう構成され、前記第２の端部は、前記別の血管内に少なくとも部分的に延
在するよう構成され、さらに、少なくとも前記フィルタの前記第１の端部に位置し、前記
交点に前記フィルタの前記第１の端部を保持するために固定されるよう構成される枠を含
み、前記フィルタの前記外表面は、前記フィルタを通る血液の流入の結果、前記交点付近
を流れる塞栓物質のうちの少なくともいくらかを一時的に捕捉するよう構成され、前記フ
ィルタの前記外表面は、固定された前記枠に対して可動であるよう構成されることにより
、前記フィルタ解放力の結果、捕捉された塞栓物質を前記別の血管内に追い出し、さらに
；
　前記フィルタ、前記枠、またはその両方を保持するよう構成される管状部材と；
　少なくとも２つの支持要素とを含む、システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は医療装置、システムおよび方法に関する。特に、この発明は、脳に血液を供
給する頚動脈に塞栓物質が入るのを防ぐ際に使用するための装置、システムおよび方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　脳血管障害は、現代の死亡率および病的状態の主要原因の中において考慮される。卒中
は、血管に生じる病理学的変化によって引き起こされる脳機能の急激な損傷を示す。卒中
の主要因は脳への不十分な血流であり（つまり虚血性脳卒中）、それは、卒中事例の約８
０％を占める。
【０００３】
　虚血性脳卒中は、脳に血液を供給する動脈の突然の閉塞によって一般に引き起こされる
。完全閉塞または部分閉塞（つまり狭窄）は、多くの場合、動脈壁の疾病の結果である。
アテローム性動脈硬化症は最もよくある動脈の障害であり、血栓症または塞栓症によって
悪化した時、それは、多くの場合脳卒中に帰着する脳虚血および梗塞形成の最もよく起こ
る原因である。
【０００４】
　心塞栓は、すべての卒中の約１５－２０％を引き起こす。心疾患によって引き起こされ
る卒中は、主として動脈壁もしくは心室壁または左心弁上に形成される血栓物質からなる
塞栓による。その後、これらの血栓は動脈循環内へ分離し塞栓化し得る。十分に大きな栓
子は、脳領域の大きな動脈を閉塞し、卒中を引き起こし得る。
【０００５】
　心原性脳塞栓症は、心不整脈または構造的異常が見つかるかまたは存在するとわかって
いる場合に生じたと推定される。心塞栓性卒中の最も一般的な原因は、非リューマチ性（
非弁膜性）心房細動（ＡＦ）、人工弁、リウマチ性心疾患（ＲＨＤ）、虚心形心筋症、う
っ血性心不全、心筋梗塞、術後状態、および突出する大動脈弓アテローム（Ａ．Ａ．Ａ．
）である。
【０００６】
　そのような疾患はさまざまな態様で治療されるだろう。たとえば、そのような疾患は、
薬物管理、閉塞性の疾病の場合には手術（頚動脈内膜切除）、ならびに／または頚動脈の
血管形成術および頚動脈のステントによって治療されるかもしれない。
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【０００７】
　動脈内膜切除術、血管形成術および頚動脈ステントは、閉塞された動脈を開くことを目
的とした手順であるが、それらは新たなプラークの進行を防がない。さらに、上記の治療
方法は、局所的な問題への解決策を提供するのみであり、近位の塞栓源を防がない、つま
り、遠い場所（心臓および上行大動脈）で形成され、頚動脈において再開された狭窄を通
り抜け、脳におけるより小さい動脈を閉塞する塞栓を防がない。これは実質的な問題であ
り、なぜなら、頚動脈の閉塞に苦しむ患者の約１／３が、卒中に至る近位の塞栓源をさら
に有するからである。卒中の事例のわずか約２０％が頚動脈の閉塞に起因することが注目
されるべきである。
【０００８】
　動脈内膜切除術は、頭蓋内動脈に対して、または椎骨脳底動脈系において適していない
ことも認識され、なぜならば、これらの動脈は、受入れ難い環境（脳組織、骨組織））内
に位置するか、または直径で小さすぎるからである。
【０００９】
　血管、特に静脈の中に濾過手段を導入することが知られて久しい。しかしながら、当該
技術分野において公知の濾過装置は一般に複雑な設計であり、それは、そのような装置を
腕頭動脈または頚動脈内における埋込みに対して適さないようにし、そして微細な塞栓物
質の扱いに適さない。さらに、当該技術分野において公知の濾過装置は、しばしば詰まり
、清掃または交換される必要がある。しかしながら、脳に血液を供給する動脈を閉塞する
微細な塞栓物質の考えられ得る脳の影響を考えると、結果は致命的かもしれず、または不
可逆的な脳損傷を引き起こすかもしれない。
【００１０】
　脳組織が血液供給なしで生存ことができる短い期間に照らして、卒中および脳損傷を回
避するように小さな塞栓物質さえも頚動脈に入るのを防ぐことに対して好適な手段を絶え
ず提供することに、有意義な重要性がある。
【００１１】
　ＵＳ２００４／０１６７６１３は、分岐のまわりの塞栓物質の流れを制御するよう、血
管分岐領域に関して位置決めするための埋込み可能な装置について記載する。この装置は
、分岐の領域内に伸び、装置をそこに固定するための固定要素、および固定要素に関連付
けられる撓み要素を含む。撓み要素は、所定サイズを超える塞栓物質の通過を防ぐ一方で
、障害のない血液の通過を可能にするのに十分なメッシュサイズを有するメッシュを含む
。
【００１２】
　米国２００６／０１６１２４１は、移動する大動脈アテロームを治療する方法について
議論し、該方法は、放射状に拡大するステントのような装置を提供すること、およびフィ
ルタのような遠位の保護装置を展開させることを含む。
【００１３】
　左心耳（ＬＡＡ）は、心房細動を持った患者における最も頻繁な心原性血栓源のうちの
１つである。循環からＬＡＡを閉じるため、および心塞栓性事象を防ぐよう使用される２
つの装置、経皮左心耳トランスカテーテル閉塞（ＰＬＡＡＴＯTM）システム（ev3 Inc.、
プリマス、ミネソタ、米国）、およびＷＡＴＣＨＭＡＮ（登録商標）フィルタシステム（
Atritech Inc.、プリマス、ミネソタ、米国）がある。
【００１４】
　Nakaiら（Nakaiら、Circulation, １０５：２２１７－２２２２（２００４））はＰＬ
ＡＡＴＯTM装置について記載しているが、それは、インプラントとデリバリカテーテルと
からなるＬＡＡ閉塞システムである。インプラントは外方向に曲げられる複数の支柱を備
えたニチノール金属ケージからなる。この装置は、枠に直接積層される拡張されたポリテ
トラフルオロエチレン（ｅＰＴＦＥ）からなる閉塞性の膜を含み、周縁が左心耳の内壁と
緊密に接触するように支持される。
【００１５】
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　Bayard Yら（Bayard Yら、Expert Rev of Cardiovascular Therapy、３（６）：１００
３－１００８（２００５））は、ＰＬＡＡＴＯTMおよびＷＡＴＣＨＭＡＮ（登録商標）装
置について記載する。ＷＡＴＣＨＭＡＮ（登録商標）フィルタシステムはニチノールフレ
ームワークからなり、それは孔を有する薄い浸透性のポリエステル膜で覆われている。
【００１６】
　ＵＳ２００７／００６０９９４は、中央部分および２つの端部を有する多孔性の管状部
材を含む、頭蓋内動脈瘤の治療用の血流分流器装置について記載する。
　ＵＳ２００８／００６５１４５は、分枝血管の入口上に位置し、ついで、患者から除去
する前に、捕捉された塞栓残渣付近において閉じられるよう構成される、ドーム型または
傘型のフィルタ装置を開示する。
【００１７】
　先に議論されたように、公知の濾過手段のうちのいくつかの重要な欠点は、それらの詰
まる傾向である。これらの装置は著しい忍耐強い合併症を回避するために清掃または交換
される必要がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　発明の開示
　この発明は、脳塞栓症を管理、低減および防止するための、改善された装置、システム
および方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　この発明のある局面によれば、請求項１に記載される自浄式装置が提供される。
　この発明の別の局面によれば、請求項１８に記載されるシステムが提供される。
【００２１】
　好ましい実施例は、塞栓物質が、脳に血液を供給する頚動脈に入るのを防止し、したが
って、血栓が、脳内の小さな頭蓋内動脈を閉塞させるのを防ぎ、卒中を防ぐ、自浄式装置
、システムおよび方法を提供し得る。好ましい実施例は、永久的な埋込みに好適な装置を
提供する。
【００２２】
　ある実施例では、この発明は、第１の端部、第２の端部、第１の外表面および第１のフ
ィルタ解放力を含む第１の可撓性フィルタを含み、第１の端部は、少なくとも１つの分枝
血管と別の血管との交点またはその付近にあるよう構成され、第２の端部は、別の血管内
に少なくとも部分的に延在するよう構成され；さらに少なくとも第１のフィルタの第１の
端部に位置し、少なくとも１つの分枝血管と別の血管との交点に第１のフィルタの第１の
端部を保持するよう構成される第１の枠を含む、自浄式装置に関する。
【００２３】
　第１のフィルタの第１の外表面は、第１のフィルタを通る血液の流入の結果、少なくと
も１つの分枝血管と別の血管との交点付近を流れる塞栓物質のうちの少なくともいくらか
を一時的に捕捉するよう構成されてもよく、フィルタの第１の外表面は、さらに、第１の
フィルタ解放力の結果、捕捉された塞栓物質を別の血管内に追い出すよう構成される。
【００２４】
　第１のフィルタは孔を含んでもよい。孔のサイズは約０．０２ｍｍから約０．５ｍｍの
範囲であってもよい。第１の可撓性フィルタの解放力の結果、孔はテーパを形成してもよ
い。
【００２６】
　第１のフィルタはひだを含んでもよい。
　この装置は、さらに、少なくとも１つの支持ワイヤを含み、支持ワイヤは、２つの支持
要素および少なくとも１つのループを含んでもよい。支持要素はニチノールを含んでもよ
い。
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【００２７】
　第１のフィルタ、第１の枠、もしくはそれらの両方は、血栓形成を防ぐか、および／ま
たは内皮化を増強するか、および／または第１のフィルタ、第１の枠、もしくはそれらの
両方の表面上における平滑筋もしくは他の組織の成長を防ぐかもしくは阻害するよう、少
なくとも１つの作用剤を含んでもよい。作用剤は、対象における装置の設置に先立って対
象に由来する内皮細胞、酸化窒素を放出する化合物、前駆細胞を循環させることに対する
抗体、少なくとも１つのフィブロネクチン由来の低分子量ペプチドフラグメント、Ｒｅｓ
ｔｅｎ－ＮＧ、ＡＶＩ－４１２６およびＡＶＩ－５１２６を含む群から選択されてもよい
。
【００２８】
　少なくとも１つの分枝血管は腕頭動脈であってもよく、別の血管は大動脈であってもよ
い。
【００２９】
　この装置は、さらに、少なくとも第１のフィルタを保持するよう構成される管状部材を
含んでもよい。管状部材はステントであってもよい。
【００３０】
　この装置は、さらに、第１の端部、第２の端部、第２の外表面および第２の解放力を有
する第２の可撓性フィルタを含んでもよく、第２のフィルタの第１の端部は、少なくとも
１つの分枝血管と別の血管との交点またはその付近にあるよう構成され、第２のフィルタ
の第２の端部は、別の血管内に少なくとも部分的に延在するよう構成され；さらに少なく
とも第２のフィルタの第１の端部に位置し、少なくとも１つの分枝血管と別の血管との交
点に第２のフィルタの第１の端部を保持するよう構成される第２の枠を含んでもよい。
【００３１】
　第２のフィルタの第２の外表面は、第２のフィルタを通る血液の流入の結果、少なくと
も１つの分枝血管と別の血管との交点付近を流れる塞栓物質のうちの少なくともいくらか
を一時的に捕捉するよう構成されてもよく、フィルタの第２の外表面は、さらに、第２の
フィルタ解放力の結果、捕捉された塞栓物質を別の血管内に追い出すよう構成されてもよ
い。
【００３２】
　少なくとも１つの分枝血管は腕頭動脈と左総頚動脈を含んでもよく、別の血管は大動脈
であってもよい。
【００３３】
　この装置は、さらに、第１のフィルタおよび第２のフィルタを少なくとも保持するよう
構成される管状部材を含んでもよい。
【００３４】
　別の実施例では、この発明は、対象において塞栓性卒中を防止する方法に関する。この
方法は、ここに記載される装置を、少なくとも１つの分枝血管と別の血管との交点に配置
するステップを含む。
【００３５】
　さらに別の実施例では、この発明は、あるシステムに関する。このシステムは、第１の
端部、第２の端部、外表面およびフィルタ解放力を有する自浄式可撓性フィルタを含み、
第１の端部は、少なくとも１つの分枝血管と別の血管との交点またはその付近にあるよう
構成され、第２の端部は、別の血管内に少なくとも部分的に延在するよう構成され、フィ
ルタの外表面は、フィルタを通る血液の流入の結果、交点付近を流れる塞栓物質のうちの
少なくともいくらかを一時的に捕捉するよう構成され、フィルタの外表面は、さらに、フ
ィルタ解放力の結果、捕捉された塞栓物質を別の血管内に追い出すよう構成され、さらに
；少なくともフィルタの第１の端部に位置し、交点にフィルタの第１の端部を保持するよ
う構成される枠と；フィルタ、枠、またはその両方を保持するよう構成される管状部材と
；少なくとも２つの支持要素とを含む。
【００３６】
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　さらに別の実施例では、この発明は、少なくとも１つの分枝血管と別の血管との交点付
近を流れる塞栓物質が少なくとも１つの分枝血管に入るのを防ぐための方法に関する。こ
の方法は、交点に装置を配置するステップを含み、この装置は、自浄式可撓性フィルタを
含み、可撓性フィルタは、第１の端部、第２の端部、外表面およびフィルタ解放力を有し
、第１の端部は、交点またはその付近にあるよう構成され、第２の端部は、別の血管内に
少なくとも部分的に延在するよう構成され、装置はさらに、少なくともフィルタの第１の
端部に位置し、交点にフィルタの第１の端部を保持するよう構成される枠を含む。この方
法はさらに、フィルタを通る血液の流入の結果、交点付近を流れる塞栓物質のうちの少な
くともいくらかを一時的にフィルタの外表面上において捕捉するステップと、解放力を介
して、塞栓物質をフィルタの外表面から別の血管内に追い出すステップとを含む。この方
法はさらに、管状部材を交点またはその付近に配置するステップを含んでもよく、管状部
材はフィルタを保持するよう構成される。装置は永久的に交点に配置されてもよい。 
【００３７】
　他の装置、システム、方法、特徴および利点は、当業者には、添付の図面および以下の
詳細な記載を調べれば明らかとなるであろう。すべてのそのような追加のシステム、方法
、特徴および利点が、この記載内に、特許請求の範囲内に含まれることが意図される。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】大動脈弓および分枝血管を概略的に示す。
【図２Ａ】２つの血管の交点に置かれた例示的な装置を概略的に示す。
【図２Ｂ】２つの血管の交点に置かれた例示的な装置を概略的に示す。
【図３Ａ】フィルタの例示的な形状を概略的に示す。
【図３Ｂ】フィルタの例示的な形状を概略的に示す。
【図３Ｃ】フィルタの例示的な形状を概略的に示す。
【図３Ｄ】フィルタの例示的な形状を概略的に示す。
【図３Ｅ】フィルタの例示的な形状を概略的に示す。
【図４Ａ】フィルタの例示的な構成を概略的に示す
【図４Ｂ】フィルタの例示的な構成を概略的に示す
【図４Ｃ】フィルタの例示的な構成を概略的に示す
【図５Ａ】装置のさらなる例示的な構成を概略的に示す。
【図５Ｂ】装置のさらなる例示的な構成を概略的に示す。
【図５Ｃ】装置のさらなる例示的な構成を概略的に示す。
【図５Ｄ】装置のさらなる例示的な構成を概略的に示す。
【図５Ｅ】装置のさらなる例示的な構成を概略的に示す。
【図６Ａ】例示的な孔構成および形状を概略的に示す。
【図６Ｂ】例示的な孔構成および形状を概略的に示す。
【図６Ｃ】例示的な孔構成および形状を概略的に示す。
【図６Ｄ】例示的なフィルタ清掃機構を示す。
【図７Ａ】異なる数の支持要素を有する例示的な装置を概略的に示す。
【図７Ｂ】異なる数の支持要素を有する例示的な装置を概略的に示す。
【図８】さらに別の例示的な装置を概略的に示す。
【図９】管状部材を含む例示的な装置を概略的に示す。
【図１０Ａ】例示的なステント構成を概略的に示す。
【図１０Ｂ】例示的なステント構成を概略的に示す。
【図１０Ｃ】例示的なステント構成を概略的に示す。
【図１０Ｄ】例示的なステント構成を概略的に示す。
【図１１Ａ】さらなる追加の例示的なステント構成を概略的に示す。
【図１１Ｂ】さらなる追加の例示的なステント構成を概略的に示す。
【図１１Ｃ】さらなる追加の例示的なステント構成を概略的に示す。
【図１２】ステントを含む例示的な装置を概略的に示す。
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【図１３Ａ】脈管構造に装置を置く方法を示す。
【図１３Ｂ】脈管構造に装置を置く方法を示す。
【図１３Ｃ】脈管構造に装置を置く方法を示す。
【図１３Ｄ】脈管構造に装置を置く方法を示す。
【図１３Ｅ】脈管構造に装置を置く方法を示す。
【図１４】２つのフィルタを含む例示的な装置を示す。
【図１５】例示的な装置を示す。
【図１６】装置のさらに別の例を示す。
【図１７】装置のさらなる例を示す。
【図１８】装置のさらに別の例を示す。
【図１９】拡大した半球フィルタを有する装置のさらに別の例を示す。
【図２０】半球フィルタを有する装置の別の例を示す。
【図２１】装置の別の例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　好ましい実施例の説明
　この発明の実施例を以下に、添付の図面を参照して、例示的にのみ記載する。
【００４０】
　図中の構成要素は、必ずしも尺度決めされるものではなく、そこに教示される装置およ
びシステムの原理を示す際に強調がなされる。
【００４１】
　記載される実施例は、少なくとも２つの血管の交点付近を流れている塞栓物質が指定さ
れた血管に入るのを防ぐための医療装置、システムおよび方法に関する。具体的には、こ
の装置、システムおよび方法は、脳に血液を供給する大動脈ならびに腕頭動脈および頚動
脈の交点付近を流れる塞栓物質がこれらの血管に入るのを防ぐためであってもよい。これ
らの装置およびシステムは、自浄式であり、装置およびシステムを交換または清掃する必
要のない永久的な埋込みに好適である。
【００４２】
　装置は、一般に患者の大動脈弓に一時的にまたは永久に置かれ、フィルタ用のプラット
フォームまたはホルダとして役立ってもよい、フィルタ、枠および選択肢としてステント
のような管要素を含む。管要素有りまたは無しで、頭（頭蓋）に入る血液をすべて濾過す
るよう、１つ以上のフィルタが、大動脈とその分枝との交点に位置決めされてもよい。
【００４３】
　好ましくは、装置のフィルタは（構造上または特定のフィルタ材料の使用によって）解
放力を含むよう構成される。大動脈からフィルタを介して腕頭動脈および／または左総頚
動脈の中への血流の結果塞栓物質が接触するフィルタの表面（つまりフィルタの外表面）
上で一時的に捕捉される塞栓物質は、その後、大動脈に追い戻されてもよい。解放力を備
えるフィルタのこの特定の構成は、ひだ（円周または長手方向の）、特定の孔形状および
他の構成を含んでもよい。これらの構成は、フィルタが、自浄式であり、フィルタの定期
的清掃または交換の必要なしに永久的な埋込みに好適であることを可能にする。
【００４４】
　さらに、大動脈とその分枝血管との交点におけるフィルタの特定の配置、および／また
は少なくとも装置の一部を作用剤で覆うことにより血栓形成を防ぐこと、および／または
内皮化を増強すること、および／または装置上の平滑筋または他の細胞の成長を防ぐもし
くは阻害することは、フィルタの自浄および解放力特性をさらに増強するだろう。
【００４５】
　定義
　この開示における「ある」「１つの」、または「さまざまな」実施例に対する言及は、
必ずしも同じ実施例に対してではなく、そのような言及は２つ以上の実施例を企図する。
【００４６】
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　ここで用いられるように、用語「備える」、「含む」、「有している」、「有する」、
「し得る」、「含有する」およびそれらの変形は、追加の行為または構造の可能性を排除
しない、無制限の移行句、用語または語であるよう意図される。この発明は、さらに、明
示的に述べられるか否かにかかわらず、ここに提示される実施例または要素「を含む」、
「からなる」および「から本質的になる」他の実施例も企図する。
【００４７】
　孔径のような量に関して用いられる「約」または「実質的に」という記載は、記載され
る量の、記載される量と等価な変化量、たとえば、意図される目的または機能に関し、記
載される量から実質的に異ならない量を含む。
【００４８】
　用語「抗体」は、免疫グロブリン、特異的結合能力を維持するその誘導体、および免疫
グロブリン結合領域と相同または大部分相同である結合領域を有するタンパク質を指す。
これらのタンパク質は、自然源から誘導されてもよく、または部分的にもしくは全く合成
的に生産されてもよい。抗体は、単クローン性でもよく、または多クローン性であっても
よい。抗体は、ヒトのクラス：ＩｇＧ、ＩｇＭ、ＩｇＡ、ＩｇＤおよびＩｇＥのうち任意
のものを含む任意の免疫グロブリンクラスのメンバーであってもよい。ある実施例では、
ここに記載される装置、システムまたは方法とともに用いられる抗体は、ＩｇＧクラスの
誘導体である。
【００４９】
　用語「生体吸収性の」は、ここにおいては、どのようなメカニズム、たとえば溶解、分
解、吸収および排出などによって消散が生じ得るかとは無関係に、体内の埋込みで消散す
るよう選択された材料を指す。用語「生体吸収性の」、「生体再吸収可能な」または「生
物分解性の」は、たとえば埋込み部位から離れる流体移送または細胞活動（たとえば食作
用）によるなど、生物学的事象によって除去される材料またはその分解産物の能力を指す
よう、別段の定めがない限り、同義的にここにおいて用いられる。「生体吸収性の」とい
う用語のみを、以下の記載において、他のクラスの材料を排除することを含意することな
く、「吸収可能な」、「生体吸収性の」および「生物分解性の」を包含するよう用いる。
【００５０】
　ここに用いられるように、「非生体吸収性の」材料という記載は、ポリマーまたはコポ
リマーのような、実質的な生体吸収なく体内に残る材料を指す。
「分岐」または「交点」は、血管が少なくとも２つの血管に分割するもしくは二叉に分か
れるか、または少なくとも１つの分枝血管が主な血管から生ずる、脈管構造における領域
を指す。
【００５１】
　ここに用いられるように、用語「体内脈管」は、血管、食道、腸管、胆道、尿道および
尿管を含むがそれらに限定されない、流体を導くあらゆる体内通路内腔を意味する。
【００５２】
　用語「分枝血管」は、主な血管から枝分かれする血管を指す。たとえば、腕頭動脈およ
び左総頚動脈は、大動脈から始まるかまたは枝分かれする分枝血管である。
【００５３】
　用語「カテーテル」は、血管にアクセスするために血管に挿入される管を指す。カテー
テルは、カテーテルをそれ自体、またはカテーテル、ニードル、ガイドワイヤ、導入シー
スおよび他の好適な医療装置を含むカテーテルセットを含む。カテーテルはマイクロカテ
ーテルであってもよい。
【００５４】
　用語「コーティング」は、ここで用いられる通りでは、および他の態様で示されない場
合には、医療装置に取付けられた材料または作用剤を一般には指す。コーティングは、医
療装置の任意の部分または装置全体を被覆する材料を含み得、１つ以上のコーティング層
として構成され得る。コーティングは、実質的に一定のまたは変動する厚みおよび組成を
有し得る。コーティングは、側面、管腔側表面、反管腔側表面を含む医療装置表面の任意
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の部分、もしくはそれらの任意の部分もしくは組合わせ、または装置全体に付着させるこ
とができる。
ここに用いられるとおりでは、「制御放出」という表現は、所定の割合でのコーティング
剤の放出を指す。制御放出は、時間の関数として、あたえられた溶剤環境においてコーテ
ィング剤でコーティングされた装置からコーティング剤が除去される割合を示す薬剤溶出
プロファイルによって特徴づけられてもよい。制御放出は医療装置の展開に関連した初期
バースト放出を排除せず、なぜならば、この発明のいくつかの実施例では、より徐々の後
の放出が後続する初期バーストは望ましくてもよいからである。その放出は、（初期バー
スト放出の有無に関わらず）放出されたコーティング剤の濃度が時間にわたって変動する
傾斜放出、またはある期間にわたり等しい量でコーティング剤が放出される定常状態放出
であってもよい。コーティングされた時、コーティングは装置の表面の任意の部分上に存
在してもよい。１つの実施例では、その表面は内表面（たとえば血液に接している表面）
である。別の実施例では、表面は、外表面（たとえば血管に接している表面）である。１
つの実施例では、層は、表面の少なくとも約１０％を被覆する。別の実施例では、層は、
表面の少なくとも約２０％を被覆する。別の実施例では、層は、表面の少なくとも約３０
％を被覆する。別の実施例では、層は、表面の少なくとも約４０％を被覆する。別の実施
例では、層は、表面の少なくとも約５０％を被覆する。別の実施例では、層は、表面の少
なくとも約６０％を被覆する。別の実施例では、層は、表面の少なくとも約７０％を被覆
する。別の実施例では、層は、表面の少なくとも約８０％を被覆する。別の実施例では、
層は、表面の少なくとも約９０％を被覆する。別の実施例では、層は、表面の約１００％
を被覆する。さらに他の例では、層は、表面の約１０％から約１００％を被覆する。
【００５５】
　ここに使用される用語「防ぐ」は、塞栓物質が分枝血管のような指定された血管に入る
ことを阻害することを含む。
【００５６】
　用語「遠位」は、原点または取付点などのような基準点から最も遠い領域を指す。
　用語「近位」は、原点または取付点などのような基準点により近い領域を指す。
用語「組込まれた」は、作用剤が、当該技術分野において公知の方法で、装置の少なくと
も一部、およびもし存在する場合には任意の追加の層に対して、コーティング、吸着、配
置、堆積、取付け、含浸、混合、または他の態様で組込まれることを意味する。
【００５７】
　ここにおいて用いられる用語「埋込み可能な」は、医療装置が、体内脈管内のように、
任意の好適な期間の間、体内の或る場所に位置決めされる能力を指す。さらに、用語「埋
込み」および「埋込まれた」は、体内脈管内のように体内の位置での医療装置の位置決め
を指す。埋込み可能な医療装置は、医療的介入の間（たとえば数秒、数分、数時間）にお
ける体内脈管内の一時的な配置のために、または埋込み手順後、長期間の間（たとえば数
週間または数か月または数年）体内脈管に残るよう、構成され得る。埋込み可能な医療装
置は、長期間における体内の生体吸収のために構成された装置を含んでもよい。
【００５８】
　ここに用いられるように、「管腔内の」または「経管腔的」は、体内脈管内の遠隔地か
ら目標部位まで、体内脈管の内腔内において、およびその内腔を通って人工器官が進めら
れる手順による体内脈管内の配置に適合された装置を指す。脈管の手順では、医療装置は
、典型的には、蛍光透視法の案内の下、ワイヤガイド上でカテーテルを用いて、「血管内
に」導入することができる。カテーテルおよびワイヤガイドは従来のアクセス部位を通じ
て脈管系に導入されてもよい。
【００５９】
　用語「内皮化」は、装置上への内皮細胞の迷入に帰着する細胞のプロセスを指す。
　ここに用いられるとおりでは、用語「患者」または「対象」は、動物（たとえば雌牛、
馬、羊、豚、鶏、七面鳥、ウズラ、猫、犬、マウス、ラット、ウサギまたはモルモット）
、好ましくは非霊長類または霊長類のような哺乳動物（たとえば猿またはヒト）、最も好
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ましくはヒトを意味する。
【００６０】
　用語「薬学的に受入可能な担体」または「担体」は、コーティング剤と結合したとき、
コーティング剤が血栓形成を防ぐ能力のような生物学的活動を保持することを可能にし、
対象の免疫系と非反応的であるあらゆる物質を含む。例として、標準的薬物担体、たとえ
ばリン酸緩衝生理食塩水、水、油／水乳剤のような乳剤、さまざまなポリマー担体物質、
およびさまざまな種類の湿潤剤を含むが、しかしそれらに限定はされない。そのような担
体を含む組成は、周知の従来の方法よって公式化される（たとえば、Remington's Pharma
ceutical Sciences、第４３章、第１４版を参照。Mack Publishing Co., Easton, Pa.）
。
【００６１】
　用語「前駆細胞」は、分化していないか、または細胞分裂を経ることができる分化した
細胞の部分的な特性を有する前駆幹細胞を指す。
【００６２】
　用語「ステント」は、血管、リンパ管、尿管、胆管または消化管の一部の内部の部分を
含む、体内の適所に組織を保持するために用いられる任意の構造を指す。ステントは、血
管、たとえば動脈、静脈または毛細管を開いて、それにより血流を改善すること、動脈、
静脈または毛細管を開いた状態に保持すること；動脈、静脈または毛細管のどんな引裂き
または開口部も塞ぐこと；動脈、静脈または毛細管の壁が再び崩壊するかもしくは閉じる
のを防ぐこと；またはプラークの小片が折れるのを防ぐことに役立ってもよい。ある例で
は、ステントはステントグラフトであってもよい。
【００６３】
　血管における医療装置の配置に言及する場合の用語「一時的な」は、装置が比較的短期
間の間血管に置かれることを意味する。たとえば、装置は、数分から数時間（たとえば医
療手順の長さ）の間、血管に置かれてもよい。医療装置に言及する場合の用語「一時的な
」は、装置がさらにより長い期間（たとえば数日、数週または数か月）血管に置かれ、後
で血管から取除かれることを意味してもよい。
【００６４】
　用語「永久の」は、医療装置が血管に置かれ、長期間（たとえば数か月、数年）および
好ましくは患者の余生の間、血管に残ることを指す。
【００６５】
　用語「作用剤」および「化合物」は、血栓形成を防ぎ、および／または内皮化を増強し
、および／または装置上における平滑筋もしくは他の細胞の成長を防ぐかもしくは阻害す
るようこの発明の装置とともに用いられてもよい、任意の薬学的作用剤（薬物、化学物質
、ポリマーなど）もしくは生物学的作用剤（抗体、ポリペプチド、ポリヌクレオチドなど
）またはそれらからなる組成を指す。いくつかの例示的な作用剤はより詳細に以下に議論
される。
【００６６】
　用語「有効な量」は、効果的に血栓形成を防ぎ、および／または内皮化を増強するが、
不所望のまたは耐えられない副作用は引き起こさない作用剤または化合物の用量を指す。
【００６７】
　「血栓形成」または「血栓症」という用語は、血栓の形成、発生または存在を指す。動
脈または静脈の血流が妨害される場合は常に血栓が生ずるかもしれない。血栓が壁から離
れて、血流によってともに運ばれる場合、血栓は「塞栓」または「塞栓物質」と呼ばれる
。
【００６８】
　「塞栓」または「塞栓物質」または「濾液」という用語は、血流によってその拠点部位
に持って来られた凝血塊または異物を指す。妨害する物質は多くの場合凝血塊（つまり血
栓）であるが、脂肪球（アテローム性動脈硬化症による）、空気泡、組織片、たとえば退
化した椎間円板、またはバクテリアの一群かもしれない。用語「塞栓」、「塞栓物質」お
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よび「濾液」は、交換可能に用いられてもよい。
【００６９】
　用語「自浄」は、医師による定期的清掃、もしくは患者の脈管構造からの装置の除去の
必要なく、医療装置がそれ自体を清掃するか、または内生的な力もしくは作用によって清
掃される、医療装置の内在的な能力を指す。
【００７０】
　「追い出す」は、装置を通る血液の流入の結果、装置上に一時的に捕捉されるかも知れ
ない塞栓物質のような、任意の物質も押出すまたは排出する、装置の能力を指す。追い出
すことは、追い出すこと自体、振動すること、流れること、波打つこと、拡張した構成か
ら折重ねられるかまたは収縮した構成にまで収縮すること、反ること、外方向および内方
向に曲がること、内および外に折重なること、はためくこと、撓むこと、押出すこと、振
動すること、周期性をもって振動することなどによってでもよく、およびそれらを含む。
【００７１】
　「フィルタ」および「フィルタ材料」は、装置を通る血液の流入の結果、少なくとも１
つの分枝血管と別の血管との交点付近を流れる塞栓物質のうちの少なくともいくらかを一
時的に捕捉するよう構成され；および、さらに、フィルタまたはフィルタ材料解放力の結
果、大動脈の血流のように、血流の中に捕捉された塞栓物質を追い出すよう構成された、
装置の少なくとも一部を指す。「フィルタ」および「フィルタ材料」という用語は交換可
能に用いられてもよい。
【００７２】
　用語「解放力」は、フィルタまたはフィルタ材料の内在的特性を指す。具体的には、大
動脈内腔の方向におけるフィルタまたはフィルタ材料の運動によって濾液上にあたえられ
る力である。さらに、それは、それが接触する、流れる大動脈の血液によって濾液上にあ
たえられる力を含む。濾液に作用するこれらの力のどちらかまたは両方が十分であれば、
濾液の少なくともいくらかはフィルタまたはフィルタ材料を出て、大動脈の血流に入るこ
とになる。
【００７３】
　用語「外表面」は、装置の表面、および特に装置を通って入って来る血液流入に直面す
るフィルタまたはフィルタ材料の表面を指す。フィルタの外表面は、一時的に、塞栓物質
を、外表面それ自体上、外表面の中、ならびに／またはフィルタおよび／もしくはフィル
タ材料の孔の中に捕捉するよう構成される。
【００７４】
　脳半球への血液は、大部分、２本の動脈、左総頚動脈および右総頚動脈によって供給さ
れるが、それらの各々は、内頚動脈および外頚動脈に枝分かれまたは二叉に分かれている
。脳幹への血液は２つの椎骨動脈によって供給される。
【００７５】
　図１は、大動脈弓１および該大動脈弓から枝分かれする血管を示す。大動脈２は、身体
の組織の栄養のために、身体の組織に酸素化された血液を送る一連の血管の主な幹である
。それは、左心室の上部から始まって、短い距離を上った後、後方に、そして左側に、左
肺の付け根を介して弓なりになり；ついで、脊柱の左側の胸部内を下がり、横隔膜の大動
脈裂孔を通って腹腔内に入り、左右総腸骨動脈に分割することにより、第４腰椎の、より
低い縁と対向して、相当に小さくなったサイズで終わる。
【００７６】
　大動脈弓２からあたえられる３つの枝（つまり分枝血管）があり：腕頭動脈３（つまり
無名動脈）、左総頚動脈４および左鎖骨下動脈５である。腕頭動脈３は大動脈弓１の最大
の枝であり、それは長さが４～５ｃｍである。それは、右総頚動脈６および右鎖骨下動脈
７に分割する。その後、右総頚動脈６は枝分かれするかまたは二又に分かれて、内頚動脈
８および外頚動脈９に分かれ、外頚動脈は、頭の外部、顔、ならびに首および内頚のより
大きな部分に対して供給を行ない、かなりの程度、頭蓋腔および眼窩内の部分に供給を行
なう。左総頚動脈も内頚動脈１０および外頚動脈１１に分かれ、外頚動脈は、頭の外部、



(13) JP 5391407 B2 2014.1.15

10

20

30

40

50

顔、ならびに首および内頚のより大きな部分に対して供給を行ない、かなりの程度、頭蓋
腔および眼窩内の部分に供給を行なう。
【００７７】
　図２Ａおよび図２Ｂにおいて示されるように、自浄式装置１００は、装置を通る血液流
入の結果、装置１００の外面上で一時的に捕捉されるであろう塞栓物質１１０の追い出し
のため、および塞栓物質を上記分枝動脈から逸らせて大動脈の血流に戻すためのものであ
る。この装置は、少なくとも１つの分枝血管１４０と別の血管１３０との交点１２０に、
またはその交点の近くに置かれ、第１の端部１６０および第２の端部１７０、内表面１５
１および外表面１５２（つまり血管１３０に面するフィルタの表面）、ならびにフィルタ
解放力を有する可撓性のフィルタ１５０を含む。第１の端部１６０は、分枝血管１４０と
他の血管１３０との交点１２０に、またはその交点の近くにあってもよい。第２の端部１
７０は、他の血管１３０内に少なくとも部分的に延在してもよい。装置は、少なくともフ
ィルタ１５０の第１の端部１６０に位置決めされ、フィルタ１５０の第１の端部１６０を
交点１２０で保持する枠１８０を含んでもよい。
【００７８】
　動作においては、フィルタ１５０の外表面１５２は、フィルタ１５０を通る血液流入（
矢印）の結果、交点１２０付近を流れる塞栓物質１１０のうちの少なくともいくらかを一
時的に捕捉する。フィルタ１５０は装置を通る血液流入に応答して解放力を有する。解放
力は、フィルタ１５０に、一時的に捕捉された塞栓物質１１０を血管１３０内に追い出す
か解放して、大動脈の血流に戻し、それによって、塞栓物質を脳に到る分枝血管から逸ら
せる。ある実施例では、装置を通る血液流入が減少／増大するにつれ、フィルタは大動脈
内腔に関してそれぞれ外方向／内方向に移動することになる。
【００７９】
　フィルタは多孔質膜であってもよい。多孔質フィルタの第１の端部１６０は少なくとも
１つの分枝血管１９０と別の血管１３０との交点１２０に多孔質フィルタ１５０の第１の
端部１６０を保持するよう構成されてもよい。フィルタ１５０は、図３Ａ－図３Ｅで示さ
れるように拡張した時、指定された拡張形状／構成をとってもよい。たとえば、フィルタ
は、ドーム形状もしくは半球形（図３Ａ）、じょうご形状（図３Ｂ）、円筒形（図３Ｃ）
、円錐形（図３Ｄ）、錐体（図３Ｅ）または平坦な波打ったもしくはひだがつけられたシ
ート（図１８）であってもよい。他の好適な形状も企図される。図４Ａ－図４Ｃにおいて
示されるように、フィルタはひだがつけられたリングを含んでもよく、または（周方向お
よび／または長手方向に）折重ねられてもよい。
【００８０】
　フィルタは、さらに、腕頭動脈および／または左頚動脈のような分枝血管への少なくと
も１つの入口の直径と少なくとも一致し、好ましくはそれを超えるよう、さまざまな直径
を有してもよい。たとえば、ドーム状フィルタは好ましくは約０．５ｃｍと約３ｃｍとの
間のドーム高さを有するだろう。
【００８１】
　図５Ａ－図５Ｄは、フィルタ１５０が置かれる血管の入口２００の直径ＤＯとの関係に
おいて変動する直径Ｄ１－Ｄ４を有する例示的なフィルタ１５０を示す。直径は調整可能
であってもよい。図５Ａにおいて示されるように、第１の端部１６０でのフィルタの開口
部の直径Ｄ１は、分枝血管２１０への入口２００の直径ＤＯと同じサイズであってもよい
。ある例では、図５Ｂにおいて示されるように、第１の端部でのフィルタの開口部の直径
Ｄ２は、分枝血管２１０への入口２００の直径ＤＯよりわずかに大きくてもよい。さらに
他の実施例では、第１の端部でのフィルタの開口部の直径Ｄ３は、分枝血管２１０への入
口２００の直径ＤＯより著しく大きくてもよい（図５Ｃ）。さらに他の例では、図５Ｄに
おいて示されるように、第１の端部でのフィルタの開口部の直径Ｄ４は、分枝血管２１０
および２４０への入口２２０および２３０を覆うよう十分に大きくてもよい。
【００８２】
　フィルタ１５０は多孔質フィルタであってもよく、意図した使用のためにさまざまな好
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適な材料（つまりフィルタ材料）から形成されてもよい。好ましくは、可撓性のフィルタ
は、フィルタが拡張した構成にあるとき、その拡張した位置から収縮し、撓み、振動し、
周期的に振動し、反り、外方向および内方向に曲がり、内および外に折重なり、はためく
などするような材料から形成される。
【００８３】
　たとえば、フィルタは、それが展開された拡張した位置から収縮するのに好適な構造を
有するネット状の装置に形成された（生物学的適合性のある金属または他の金属材料から
形成される）微細な織られたワイヤから形成されてもよい。
【００８４】
　好適な金属材料は、ステンレス鋼（たとえば３１６、３１６Ｌ、３０４Ｌまたは３０４
Ｌ）；形状記憶または超弾性タイプ（たとえばニチノールまたはエラスチナイト）を含む
ニッケル‐チタン合金；白金、金またはパラジウムを含む貴金属；タンタル、タングステ
ン、モリブデンまたはレニウムを含む耐火金属；貴金属および／または耐火金属と合金化
されたステンレス鋼；銀；ロジウム；インコネル；イリジウム；ニオブ；チタン；マグネ
シウム；アモルファス金属；塑性変形可能な金属（たとえばタンタル）；ニッケルに基づ
いた合金（たとえば、白金、金および／またはタンタル合金を含む）；鉄に基づいた合金
（たとえば、白金、金および／またはタンタル合金を含む）；コバルトに基づいた合金（
たとえば、白金、金および／またはタンタル合金を含む）；コバルト－クロム合金（たと
えばエルジロイ）；コバルト－クロム－ニッケル合金（たとえばフィノックス）；コバル
ト、ニッケル、クロムおよびモリブデンの合金（たとえばＭＰ３５ＮまたはＭＰ２０Ｎ）
；コバルト－クロム－バナジウム合金；コバルト－クロム－タングステン合金；白金－イ
リジウム合金；白金－タングステン合金；マグネシウム合金；チタン合金（たとえばＴｉ
Ｃ、ＴｉＮ）；タンタル合金（たとえばＴａＣ、ＴａＮ）；Ｌ６０５；および磁性フェラ
イトを含む。
【００８５】
　ワイヤを用いてフィルタを形成する場合、ワイヤの好ましい直径は、約１０μｍから約
２５０μｍまでの範囲にあるべきである。
【００８６】
　フィルタは、さらに、たとえばまたはポリエチレンテレフタレート（たとえばダクロン
（Dacron）またはマイラー（Mylar））のようなエラストマー材料；拡張したフッ素重合
体（たとえばポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ））；ポリウレタン；ポリエステル
、ポリウレタン（ソラロン（THROLON）（ソラテック（THORATEC）、プレザントン（Pleas
anton）（ＣＡ）））、ポリエチレン、ポリプロピレンおよびポリテトラフルオロエチレ
ン；またはパリレンのような多孔性の生物学的に安定した材料またはポリ（アルキル）メ
タクリル酸塩（たとえばポリ（ブチル）メタクリル酸塩）；織布もしくは不織布、たとえ
ばダクロン（登録商標）（Dacron（登録商標））など；およびシリコーンゴムを含む他の
材料から構築されてもよい。いくつかの好ましいフィルタ材料は、ポリメチルペンテン、
エチレン－クロロトリフルオロエチレン、二軸応力下ポリプロピレンまたは他のポリマー
、たとえばＫＹＮＡＲ（ポリビニルジフルオリド）、ＴＨＥＲＭＡＬＵＸ（ポリスルホン
）およびＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）などを含む。エラストマー材料は好まれ
るが、好適な非エラストマー材料も使用されてもよい。
【００８７】
　生体組織も使用に好適であってもよく、なぜならば、フィルタ材料はヒトまたは動物へ
の埋込みに好適なものを含んでもよいからである。組織は出所がヒトであり得、またはヒ
ト意外でもあり得る（たとえば牛、豚、またはヒト以外の霊長類）。組織は新鮮なもので
あり得、または当該技術分野において公知の方法によって凍結保存され得る。いずれの場
合も、組織は、あらゆる炎症反応を回避するため、あらゆる固定に先立って変性または脱
細胞化されてもよい。組織の脱細胞化方法は当該技術分野において公知であり、たとえば
ＵＳ７，３１８，９９８を参照されたい。フィルタ材料として使用に好適であってもよい
組織は、心臓弁小葉、腱、靭帯、骨、筋膜、動脈、静脈、横隔膜、心膜、臍帯、硬膜、鼓
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膜などを含んでもよい。ある実施例では、組織が自家移植片である場合、組織の脱細胞化
は好適または必要でなくてもよい。
【００８８】
　上で論じたように、フィルタまたはフィルタ材料は孔を有し；多孔質の材料を形成する
。この多孔質フィルタは、直径が約５ｍｍ以下、より好ましくは直径が約３ｍｍ、より好
ましくは直径が約３ｍｍ未満、より好ましくは約２．７５ｍｍ、より好ましくは約２．５
ｍｍ未満、より好ましくは約２ｍｍ未満、より好ましくは約１．５ｍｍ未満、より好まし
くは約１ｍｍ未満、より好ましくは約０．７５ｍｍ未満、より好ましくは約０．５ｍｍ未
満、より好ましくは約０．２５ｍｍ、より好ましくは約０．１ｍｍ未満、より好ましくは
約０．０７５ｍｍ未満、より好ましくは約０．０５ｍｍ未満、より好ましくは約０．０２
５ｍｍ未満、より好ましくは約０．０２ｍｍ未満、そして白血球または赤血球のサイズよ
りちょうど大きいサイズかまたはおおよそそのサイズまでの物体を妨害する孔のサイズを
有するよう形成されるか、またはそのような孔を有する材料から形成される。ある実施例
では、孔のサイズは約０．０２ｍｍから約０．２００ｍｍの範囲である。ある好ましい実
施例では、孔のサイズは０．１５ｍｍであってもよい。上記のようなあるサイズの粒子を
遮断する所与の孔のサイズに対して、その孔のサイズは、そのサイズよりも大きいたいて
いの粒子も、それらの形状、弾性および他の特性によっては、遮断することになることが
理解される。さらに、必要な孔のサイズは、血液出力、フィルタの表面積、およびフィル
タの近位側および遠位側に対する圧力の関数であることが理解されるべきである。多孔質
フィルタの孔は好ましい円形である（図６Ａ）が、他の形状であってもよい（図６Ｂ）。
孔は、さらに、円筒形の穴であってもよい。
【００８９】
　フィルタの外表面から内表面への孔は、フィルタが撓むよう構成されているがため、た
とえば図６Ｃに示されるようにテーパされていてもよい。フィルタ要素が撓む際に直径を
変化させるという孔の能力により、孔は、血管の交点付近を流れる塞栓物質のすべてまた
は少なくとも一部を一時的に捕捉し次いで追い出すことができる。図６Ｄに示されるよう
に、血液の流入（頚動脈への収縮期血流（図の上部）および頚動脈への拡張期結合（図の
下部））で、孔は、２つの構成、つまり開いた構成と、より開いていないかまたは閉じた
構成との間を移動することになる。これがより大きな程度にまで生ずるのは、フィルタ要
素がエラストマーからなり、より厚みが大きいときであり、より小さい程度で生じるのは
、フィルタ要素が、金属または他の相対的に非エラストマーである材料からなり、相対的
により厚みが小さい場合である。矢印は塞栓および血液の動きを示す。
【００９０】
　さらに、フィルタは開いた領域を含む。この「開いた領域」という語は、血液の流れに
対して利用可能なフィルタ表面の総面積（つまり孔の総面積）を指し、総面積のパーセン
テージで表現される。好ましくは、この開いた領域は少なくとも３５％以上であり；より
好ましくは少なくとも５０％以上である。ある実施例では、この開いた領域は少なくとも
７５％以上である。代替的に、この開いた領域は、孔のサイズがより大きい、たとえば０
．２ｍｍより大きいという要件がある場合には、３５または５０％より小さくてもよい。
この開いた領域が重要である理由は、フィルタが、小さすぎる開いた領域、たとえば２０
％など、を有する場合、流れ抵抗が高くなりすぎて、その結果、不十分な血流がフィルタ
の向こうの組織、たとえば脳などに対して生ずる結果となるかもしれないからである。し
たがって、小さな開いた領域を有するフィルタは、フィルタの孔のサイズが大きくされる
のでなければ、回避されるべきである。
【００９１】
　ディスク形状のフィルタの動きが増幅されるのは、それがフィルタ枠による径方向圧縮
状態に保持されるときである。これにより、フィルタの平坦な構成は不安定になる。その
不安定な位置が生ずるのは、それが、大動脈血流または頭蓋血管内腔に向かって反らされ
る場合である。したがって、所与の拡張期血圧および収縮期血圧ならびに流れの状況に対
して、径方向の圧縮がフィルタに全くかけられない場合よりも、より多くのフィルタの動
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きが、大動脈血流への結果としてのより大きな濾液の追い出しとともに生ずることになる
。
【００９２】
　多孔質フィルタは、補強される材料から形成されてもよく、または補強されない材料か
ら形成されてもよい。たとえば、図８および図１２に示されるように、フィルタ材料は、
フィルタ支持枠３９０によって補強されてもよく、フィルタ支持枠３９０は、生体適合性
のある金属、他の金属性材料、または他の好適な材料から形成されてもよい。このような
フィルタ支持枠が形成されてもよい金属は、たとえば、フィルタを形成するよう用いられ
てもよい材料に関連して上に挙げられたものをたとえば含んでもよい。
【００９３】
　フィルタ１５０の第１の端部１６０は血管に対して交点で取付けられるよう構成されて
もよい。したがって、フィルタは、かえし、フック、またはフィルタの血管に対する取付
を可能にするか、改善するか、または強化するようなものを含んでもよい。
【００９４】
　図２Ｂに戻って、この装置は、さらに、フィルタ１５０の第１の端部１６０において少
なくとも位置決めされ、フィルタ１５０の第１の端部１６０を交点１２０において保持す
るよう構成されるフィルタ枠（つまり枠）１８０を含む。換言すれば、この枠は装置の固
定部として働く。固定部は、血管の壁にしっかりと接触して装置１００の偶発的な移動を
防ぐ、装置の部分である。枠１８０は、枠１８０の血管に対する交点での取付をさらに助
けるよう、かえしまたはフックなどを含んでもよい。代替的に、ある例では、この枠は、
血管の壁に縫合糸またはステープルで取付けられてもよい。枠を血管に取付ける他の代替
的手段も好適であり、企図される。
【００９５】
　フィルタ１５０は、枠１８０と一体であってもよく、または枠１８０に対して他の態様
で取付けられてもよい。枠１８０は、フィルタ１５０の第１の端部１６０に少なくとも位
置決めされ、フィルタ１５０の第１の端部１６０を、少なくとも１つの分枝血管１９０と
別の血管１３０との交点１２０に保持するよう構成される。枠１８０は、フィルタに対し
、付着されてもよく、はんだ付けされてもよく、ろう付けされてもよく、縫合されてもよ
く、糊付けされてもよく、または他の態様で取付けられてもよい。他の取付形式が好適で
あってもよい。
【００９６】
　枠１８０は任意の好適な材料から形成されてもよい。ある例では、この枠は、プラスチ
ック、金属または他の材料から形成されてもよく、複数の構成を呈してもよい。そのよう
な枠が形成される金属は、たとえば、ステンレス鋼、チタン、ニチノール、タンタルなど
を特に含んでもよい。他の材料も企図される。ある例では、この枠はフィルタと同じ材料
から形成されてもよい。他の例では、この枠はフィルタとは異なる材料から形成されても
よい。
【００９７】
　この装置の枠を形成するワイヤまたは他の材料の直径は、好ましくは、約１００μｍ～
約５００μｍの範囲にある。
【００９８】
　ある例では、装置３００は１本から８本、またはそれより多い支持ワイヤによって支持
されてもよい。装置３００は、図７Ａに示されるように、少なくとも１つの支持ワイヤ３
１０によって支持されてもよく、それは、捻られることにより、２つの支持要素３２０お
よび少なくとも１つのループ３３０を形成して、装置の展開および回収を容易にし得る。
ある例では、装置３００は、少なくとも２つの支持ワイヤ３１０によって支持されてもよ
く、それらは、捻られることにより、図７Ｂに示されるように４つの支持要素３２０およ
び少なくとも２つのループ３３０を形成し得る。他の例では（図示せず）、装置は、少な
くとも３つの支持ワイヤを含んでもよく、それらは、捻られることにより、６つの支持要
素および少なくとも３つのループを形成し得る。さらに他の例では（図示せず）、装置は
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少なくとも４つの支持ワイヤによって支持されてもよい。さらに他の例では（図示せず）
、装置は少なくとも５つの支持ワイヤによって支持されてもよい。さらに他の例では、装
置は少なくとも６つの支持ワイヤによって支持されてもよい。さらなる実施例では、装置
は７つの支持ワイヤによって支持されてもよい。他の実施例では、装置は８つまたはそれ
より多い支持ワイヤによって支持されてもよい。
【００９９】
　ある実施例では、フィルタは、先に記載されたように、好適な金属または生体組織を含
む非金属から形成され、フィルタにおいてよりもより大きな開いた領域を有するメッシュ
、布またはネット、たとえば、０．１０ｍｍ直径の孔を有するフィルタを保持する５ｍｍ
平方の開口部を有するネットなどによって支持されることも考えられる。
【０１００】
　ワイヤを捻ることによるループの存在によって、ワイヤは、支持要素の一方端が、円形
となり、鋭くならないよう構成され、フィルタおよび／またはフィルタ材料を貫くことを
回避する。ループは、さらに、装置が血管から回収されることが必要とされる場合に、装
置の抜去または回収における助けとなってもよい。たとえば、医師は、フック状の装置を
用いて、ループを引っ張ることにより、装置を体内から回収してもよい。
【０１０１】
　支持ワイヤは、フィルタおよび／または枠と一体的であってもよく、または、フィルタ
および／または枠に対して任意の好適な手段、たとえば付着、糊付け、溶接などによって
取付けられてもよい。支持ワイヤに装置を設けることにより、剛性および構造を装置にあ
たえる。支持ワイヤは、さらに、特に、支持ワイヤがニチノールなどのような材料から形
成される場合に、変動する血圧（つまり拡張期血圧および収縮期血圧）および血流から結
果として生ずる装置の動きの間において助けとなってもよい。支持ワイヤ３５０は、さら
に、図８に示されるように、フィルタ支持枠３６０を形成してもよい。ある実施例では、
たとえば図８に示されるように、フィルタは総頚動脈内に「反転」される。この種のフィ
ルタも、自浄式であってもよく、またはフィルタの表面の吸引によって清掃されてもよく
、または代替的に、清掃のために除去されてもよい。
【０１０２】
　図９を参照して、装置３００は管状部材３７０に取付けられるよう構成されてもよい。
管状部材３７０は、ステント状の管であってもよく、またはステント３７０であってもよ
い。管状部材は、ある例では、装置のためのホルダとして機能する。図１０Ａ～図１０Ｄ
に示されるように、このステントは、血管の内腔を所望の開通度で維持するようにされる
任意の構成を有してもよい。ステントは、長手方向に繋がれたフープ部材の対を形成する
複数の相互接続された支柱およびベンドから形成される径方向に拡張可能な枠として構成
されてもよい。代替的に、あるステントは、１つまたは複数の径方向に拡張可能なステン
ト、たとえばＺ－ＳＴＥＮＴＳ（登録商標）を含んでもよく、それは、Cook, Incorporat
ed (Bloomington, IN)から入手可能である。この枠は、管状の内腔を規定し、その内腔と
枠の外部表面との間における複数の開口部を規定する。
【０１０３】
　ステントは、たとえば所望の剛性または可撓性など、意図される用途に対して適した特
性をあたえる任意の好適な生体適合性のある材料から形成され得る。このステントは周方
向の支持をあたえる一方で、同時に、軸方向に可撓性を有することができる。ステントは
、所望のパターンを直接管から形成することによって、たとえばレーザ切断または化学的
エッチングなどによって、形成されてもよい。他の実施例では、所望のパターンは平坦な
シートから、たとえばレーザ切断または化学的エッチング、および次いでその平坦なシー
トを管状に丸め、縁部を繋ぐ、たとえば溶接することによって形成されてもよい。当該技
術分野において公知の任意の他の好適な製造方法を、ステントを製造するために用いても
よい。さらに、ステントは、あるパターンをある材料またはモールドにエッチングし、ス
テント材料をそのパターンに、たとえば化学蒸着などによって堆積させることにより形成
してもよい。そのようなステントは、プラスチック、金属または他の材料から形成されて
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もよく、複数の構成を呈してもよい。そのようなステントが形成される金属は、ステンレ
ス鋼、チタン、ニチノール、およびタンタルを特に含んでもよい。このステントは、ステ
ントグラフトであってもよく、ダクロン、拡張されたポリテトラフルオロエチレン、また
は他の好適な材料などのグラフト材料を含んでもよい。
【０１０４】
　ステントは、径方向に圧縮された状態から径方向に拡張された状態に可動であってもよ
い。径方向に圧縮された状態では、ステントは、長手軸に関して、管状内腔の中央内にお
いて、対称に径方向に圧縮され、好適なカテーテルに基づく管腔内送出システム内に装填
されてもよい。ステントは、送出システムを用いて血管内の治療位置に位置決めされ、任
意の好適な手段によって径方向に拡張された展開された状態に径方向に拡張され得る。ス
テントを拡張するための手段は、ステントの管腔内におけるバルーンの膨張、またはステ
ントを径方向に圧縮された状態に径方向に拘束するための手段を取除くことによるステン
トの自己拡張を含み得る。枠は、バルーン拡張可能な、または径方向に拡張可能な構造を
あたえる材料から構成および形成されてもよい。ある例示的なステントが、米国特許５，
２９２，３３１；６，０９０，１２７；５，１３３，７３２；４，７３９，７６２；およ
び５，４２１，９５５に開示されている。
【０１０５】
　例示的なステント構成が、さらに、これまでに、ＵＳ２００６／０１６１２４１におい
て記載されており、その全体をここに引用により援用する。具体的には、そのステントは
、図１０Ａに示されるように概ねまっすぐであるか、または図１０Ｂに示されるように曲
げられ得る。ステントは、１つ以上の側部開口部を図１０Ｃおよび図１０Ｄにそれぞれ示
されるように有することにより、血液が分枝血管に流れ込むようにしてもよい。
【０１０６】
　ステントは、少なくとも１つの側部開口部を含んでもよいが、選択肢的に、少なくとも
２つ以上の側部開口部を図１０Ｄに示されるように含んでもよい。１つ以上の側部開口部
は、ある場合においては、図１１Ａおよび図１１Ｃに示されるように大動脈から枝分かれ
する血管との適切な整列を確実にするようスリーブを備えてもよい。他の場合では、図１
１Ｂに示されるように、ステントは、多数の血管への血流を可能にする細長い側部開口部
およびより小さな開口部の両方を、スリーブありまたはスリーブなしで含んでもよい。
【０１０７】
　装置のフィルタおよび／または枠はステントに対して、永久的な関連付けまたは一時的
な関連付けによって関連付けられてもよい。たとえば、枠はステントに付着されてもよく
、はんだ付けされてもよく、縫合されてもよく、糊付けされてもよく、または他の態様で
取付けられてもよい。ある例では、枠１８０の構成は、それがステント３７０に嵌められ
ることにより、図７Ａおよびさらには図１２に示されるように、フィルタ装置を後で除去
する一方でステントを適所に残し得るようになされる。具体的には、ステントにおける開
口部は、枠１８０が挿入されてもよい溝３８０またはクリップを含んでもよい。この開口
部は、さらに、枠が挿入、取付または固定されてもよいヒンジ、フックまたは他の機構も
しくは形状を含んでもよい。
【０１０８】
　上記したように、フィルタは、除去可能および置換可能であってもよい。他の実施例で
は、フィルタは、装置の自浄特徴によっては除去されなかった濾液のフィルタからの除去
を可能にするよう、清掃向けに構成されてもよい。この装置の清掃方法の１つの例は、カ
テーテルを設け、カテーテルの開口部をフィルタ要素に対して配置し、濾液または塞栓物
質を吸引して取去ることを含む。他の例示的な装置清掃方法は、超音波プローブをフィル
タ要素に適用して濾液をより小さな粒子に粉砕し、次いで、濾液の小さなかけらを自浄特
徴によって吸引して取去るか追い出すことを含む。
【０１０９】
　ここにおける使用に対するステントは、一般的には、長さが、１ｃｍ～４０ｃｍの範囲
にあり、他の場合では１ｃｍ～２０ｃｍであり、他の場合では３ｃｍ～１５ｃｍであり、
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他の場合では５ｃｍ～８ｃｍである。ステントは、典型的には、拡張前において、１～１
０ｍｍの直径を有し、他の例では２～８ｍｍであり、他の例では３～７ｍｍである。拡張
後では、ステントは、３～４ｃｍの直径に達し、他の場合では２～３ｃｍであり、他の場
合では大動脈の位置および個々の患者の解剖学的構造により、１．５～２．５ｃｍであっ
てもよい。前述の範囲は、典型的な装置寸法を例示するようにのみ意図される。この発明
に従う装置は、ここに教示される発明原理から逸脱することなく、これらの範囲外に変動
し得る。
【０１１０】
　装置の意図される使用によっては、装置は、第１の血管と第２の血管および、選択肢的
に、上行大動脈、大動脈弓、および／または下行大動脈における第３の血管との交点にお
いて展開することにより、塞栓物質を捕捉し、装置から追い出して、究極的には、脳にお
ける塞栓事象、つまり卒中を防いでもよい。他の使用も企図される。
【０１１１】
　装置は、血管内において、公知の送出装置またはシステムを用いて配置されてもよく、
それらはカテーテルまたはワイヤガイドを含み得る。約０．０６インチ（５フレンチ）か
ら約０．２７インチ（２０フレンチ）；好ましくは約０．１０インチ（８フレンチ）から
約０．２２インチ（１７フレンチ）；非常に好ましくは０．１３インチ（１０フレンチ）
から約０．１９インチ（１４フレンチ）の外径を有する送出システムを用いてもよいが、
他のサイズの装置送出システムも企図される。装置は、血管内において、血管内における
管状部材の配置前、配置とともに、または配置後に配置されてもよい。
【０１１２】
　図１３Ａ～図１３Ｂに示されるように、装置４００は、ワイヤガイド４１０上に位置決
めされ、患者の脈管構造を通して前進させられ、少なくとも１つの分枝血管４４０と他の
血管４３０との交点４２０において、またはその付近に配置されて、可撓性フィルタ４６
０の第１の端部４５０が交点４２０またはその付近にあり、可撓性フィルタ４６０の第２
の端部４７０が他の血管４３０内を少なくとも部分的に延在するようであってもよい。脈
管構造を通る血流の方向は矢印で示される。
【０１１３】
　図１３Ｃ～図１３Ｄに示されるように、血管４３０、４４０の交点４２０付近を流れる
塞栓物質４８０の少なくとも一部は、フィルタの表面を通るおよび／または横切る血流（
矢印）の結果、（図１３Ｄに示されるように）可撓性フィルタ４６０の外表面４６１上に
一時的に捕捉される。明瞭にするため、管状部材はこれらの図においては支柱なしで示さ
れる。
【０１１４】
　フィルタ４６０の内在的な開放力のため、フィルタ４６０の外表面４６１に一時的に捕
捉されるかもしれない塞栓物質４８０は、次いで、分枝血管４４０に入ることなく、フィ
ルタから追い出されて血管４３０に戻る。
【０１１５】
　ある例では、やはり図１３Ａ～図１３Ｄを参照して、交点は大動脈４３０と腕頭動脈４
４０との間にある。そのような例では、フィルタ４６０は交点またはその付近に置かれ、
腕頭動脈４４０への入口はフィルタ４６０で覆われる。フィルタの外表面に一時的に捕捉
されるかも知れない塞栓物質は、フィルタから追い出され、したがって、腕頭動脈４４０
に入ること、およびその結果、さらに、右総頚動脈６に入ることを防がれる。
【０１１６】
　他の例では、図１３Ｅを参照して、交点は大動脈４３０と左総頚動脈４８０との間にあ
る。そのような例では、フィルタ４６０は交点またはその付近に置かれ、左総頚動脈４８
０への入口はフィルタ４６０で覆われる。フィルタを通る血流のためフィルタの外表面に
一時的に捕捉されるかもしれない塞栓物質は、次いで、フィルタから追い出されて大動脈
に戻り、したがって、左総頚動脈４８０に入ることを防がれる。
【０１１７】
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　ある他の例では、図１４および図１５に示されるように、装置を用いて、塞栓物質が両
方の分枝血管（腕頭動脈４４０および左総頚動脈４８０）に入るのを、２つの別のフィル
タ５００、５１０を含む装置（図１４）；または腕頭動脈への入口および左総頚動脈への
入口を同時に覆う１つのフィルタ５２０を含む装置（図１５）を用いて２つの分枝血管を
同時に覆うことにより防いでもよい。図１４では、ステントは、１つが各フィルタに対す
る、２つの別個の開口部を含む。
【０１１８】
　図１６は、ある実施例を示すが、そこにおいては、装置４００はステントを含み、その
ステントは、腕頭動脈４４０内に延在するスリーブ５３０を有する。図１７はさらに別の
実施例を示し、そこにおいては、装置４００は２つの別個のフィルタ５５０および５１０
を含み、一方のフィルタは大動脈４３０と腕頭動脈４４０との交点に配置され、第２のフ
ィルタは大動脈４３０と左総頚動脈４８０との交点に配置される。この実施例では、ステ
ントは両方のフィルタ５５０および５１０のために１つの開口部を含む。
【０１１９】
　図１８～図２１はフィルタ設計のさらなる追加の実施例を示す。
　たとえば、図１８においては、平坦な、ひだを設けられるかまたは波状の頭蓋動脈フィ
ルタ８００が示される。フィルタの動きは真直ぐな矢印によって示され；頭蓋血流は曲線
状の矢印で示される。フィルタはひだ８１０を含み得、それは線形または円形であり得る
。ステント状のフィルタホルダ８２０を用いて、フィルタ８００を２つの血管の交点にお
いて適所に保持してもよい。
【０１２０】
　図１９に示されるように、拡大された半球形フィルタ９００を配置して、フィルタ要素
により、頚動脈および腕頭動脈を同時に覆い得る。このフィルタはひだを設けられたリン
グ９１０を含み得る。血流は曲線状の矢印で示される。ステント状のフィルタホルダ９２
０を用いて、フィルタ９００を、２つの血管の交点において、適所に保持してもよい。
【０１２１】
　図２０に示される別の実施例では、エラストマー材料から好ましくは形成されるひだを
設けられたリング９１０を含む半球形状フィルタ９３０を、大動脈４３０と左総頚動脈ま
たは腕頭動脈９４０との交点に配置し得る。血流は、曲線状の矢印で示される。ステント
状のフィルタホルダ９２０を用いて、フィルタ９３０を２つの血管の交点において適所に
保持してもよい。
【０１２２】
　ある実施例では、図２１に示されるように、フィルタ要素９５０は、支持ワイヤ９６０
によって、頚動脈４４０の内腔に向かって反ることを防がれ得る。
【０１２３】
　装置の任意の部分において、内皮化を増強もしくは誘発し、および／または血栓形成を
防止もしくは停止し、および／または平滑筋もしくは他の組織の成長を防止するであろう
有効な量の作用剤を保持するよう、装置の任意の部分または装置全体を選択または適合さ
せてもよい。ある実施例では、プラットフォーム（つまりステント）および／またはフィ
ルタ枠および／またはフィルタ要素は好ましくは非血栓形成性である。ある実施例では、
装置のいくつかのまたはすべての表面、具体的には血管に接触する表面の内皮化を誘発ま
たは増強するのが望ましい。
【０１２４】
　そうするために、たとえば、患者自身の内皮細胞を採取し、取付前に、組織培養手段を
用いて成長させてもよい。代替的に、装置の表面の一部またはすべてをパターン化しても
よい。さらに代替的に、表面に対し、酸化窒素を放出することのできる物質でコーティン
グを行なうか、またはそのような物質を噴霧してもよい。内皮細胞を循環させることに対
する、アンチＣＤ３４などのような抗体を用いて、この発明の装置を部分的または完全に
コーティングしてもよい。他の作用剤、たとえばＡＶＩ－４１２６溶離ホスホリルコリン
(Kipshidze NN et al., Catheter Cardiovac Interv., 61(4):518-527(2004)),ＡＶＩ－
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５１２６または Ｒｅｓｔｅｎ－ＮＧ(AVI, Inc.)をさらに用いてもよい。あるさらなる実
施例では、装置の少なくとも一部は、フィブロネクチンタイプＩＩＩ由来のペプチドでコ
ーティングされてもよく、それは、血小板付着を阻害し、したがって、血栓形成を防ぐ(R
odenberg EJ and Pavalko FM, Tissue Engineering, 13(11):2653-2666 (2007))。さらに
代替的に、ＡＶＩ－５１２６アンチセンス剤を、装置およびフィルタの取付部に、取付前
に運搬してもよい。装置血栓形成を防ぐ他の方法および作用剤を装置とともに用いてもよ
い。
【０１２５】
　内皮化を増強もしくは誘発するか、および／または血栓形成を防止もしくは停止する作
用剤を、たとえば、腸または腸管外適用例のいずれかに対して好適な賦形剤または担体と
混合してもよい。ある例では、作用剤は、ａ）希釈剤、たとえばラクトース、デキストロ
ース、スクロース、マンニトール、ソルビトール、セルロースおよび／またはグリシン；
ｂ）潤滑剤、たとえばシリカ、タルク、ステアリン酸、そのマグネシウム塩もしくはカル
シウム塩、および／またはポリエチレングリコール；および／または、所望される場合に
は、ｃ）崩壊剤、たとえばデンプン、寒天、アルギン酸、そのナトリウム塩、もしくは沸
騰性の混合物と混合されてもよい。これらの組成は殺菌されてもよく、ならびに／または
補助薬、たとえば、保存剤、安定剤、湿潤剤、乳化剤、溶液促進剤、浸透圧を規制するた
めの塩類、および／もしくは緩衝剤を含んでもよい。加えて、それらは、さらに、他の治
療的に価値がある物質を含んでもよい。これらの組成は、従来の混合方法、粒化方法、ま
たはコーティング方法に従って、それぞれ調整されてもよい。これらの組成は、所望の作
用剤の約０．１～９５％を含有してもよい。ある例では、組成は、所望の作用剤の約０．
１～７５％を含有してもよい。さらに他の例では、組成は、所望の作用剤の約１～５０％
を含有してもよい。
【０１２６】
　作用剤および／または組成は、たとえば、医療装置それ自体の材料の少なくとも一部の
部分として含まれてもよく；貯蔵部、井戸または溝内に含まれてもよく；医療装置の少な
くとも一部の上に堆積される担体材料内にあってもよく、もしくは医療装置の少なくとも
一部の上に堆積される別個の層としてでもよく（この層は、選択肢的に、別の層でコーテ
ィングされてもよい）、もしくは付着力を大きくするために、プライマ層でコーティング
されている医療装置の少なくとも一部上にあってもよく；または装置の中空壁部内にあっ
てもよく；またはこれらの任意の組合せであってもよい。これらの活性剤および／または
組成は、コーティングされてもよく、噴霧されてもよく、含浸されてもよく、および医療
装置の少なくとも一部に他の態様で組込まれてもよい。たとえば、濾過要素は、薬学的活
性剤で含浸されてもよい。医療装置を組込むかまたは所望の薬学的もしくは生物学的作用
剤でコーティングするさまざまな方法が当該技術分野において公知であり、したがって、
簡略化のためここにおいてはこれ以上詳細には記載しない。
【０１２７】
　ここに記載される装置を配置するために、従来のステント展開装置を用いてもよく、こ
の装置は、典型的には、ガイドワイヤにより担持される膨張する管の端部に合う拡張可能
なバルーンを含む。しかしながら、この発明の装置は、それ自体公知であり、および当業
者には容易に理解されるように、自己拡張可能であってもよい。
【０１２８】
　ある例では、ここに論じられる装置またはその任意の部分は、清掃のために除去される
必要があってもよく、または置換される必要があってもよい。フィルタを除去するために
は、医師は遠端が動脈弓への挿入中に指定された位置にフィルタを保持するよう構成され
るカテーテルを用い得る。カテーテルは、フィルタ要素をさらなる位置決めのために保持
しながら、その開放を行ない得る。ある実施例では、フィルタ要素をその支持構造内にさ
らに位置決めするための特化された把持機構を遠端に有する第２のカテーテルを用いても
よい。ステント状の管状要素を除去する方法は当該技術分野において公知である。
【０１２９】



(22) JP 5391407 B2 2014.1.15

10

20

　ここに記載される装置、システムおよび手順はさまざまな適用例を有する。いくつかの
例示的な適用例は：近位の出所（たとえば人工心臓弁、Ａｆｉｂ、ＬＶＴ、突出する大動
脈弓アテローム（ＡＡＡ））を含み、それらは：心房細動、人工心臓弁、ある期間におけ
る再発性塞栓症に対する高い危険性の患者；近位塞栓および血液凝固阻止に対する絶対的
な禁忌にたいする高い危険性の患者；最良の医療処置に失敗する近位塞栓に対する高い危
険性の患者；付随する高い危険性をともなう重症の頚動脈狭窄（突出するＡＡＡ；付随す
る心臓病をともなう重症の頚動脈狭窄；心臓手術を受けた患者における重症の頚動脈狭窄
）などを含む。
【０１３０】
　この発明は、さらに、少なくとも１つの分枝血管と別の血管との交点付近を流れる塞栓
物質がその少なくとも１つの分枝血管に入るのを防ぐ方法にも関する。この方法は、交点
に装置を配置することを含み、この装置は、自浄を行なう可撓性フィルタを含み、この可
撓性フィルタは、第１の端部と、第２の端部と、外表面と、フィルタ開放力とを有し、第
１の端部は交点またはその付近にあるよう構成され、第２の端部は、少なくとも部分的に
、他の血管内を延在するよう構成され、さらに、少なくともフィルタの第１の端部に位置
決めされ、フィルタの第１の端部を交点にて保持するよう構成される枠を有する。この方
法は、さらに、フィルタを介する血液流入の結果、交点付近を流れる塞栓物質の少なくと
も一部をフィルタの外表面上にて一時的に捕捉し、開放力を介して、その塞栓物質をフィ
ルタから他の血管内に追い出すことを含む。さらに、管状部材を、交点またはその付近に
おいて、フィルタおよび枠の配置とともに、またはその配置前に、またはその配置後に、
配置してもよい。この方法は、対象における塞栓性卒中の防止に対してのものであっても
よい。
【０１３１】
　この発明のさまざまな実施例を記載してきたが、当業者には、さらにより多くの実施例
および実現例が特許請求の範囲内において可能であることは明らかである。
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